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今回新たに要請した追加措置①  

：コ4月に実施した消費者等との意見交換会で出された意見等   

を踏まえ、今回の日米専門家会合で、以下の3点について米   
国側に要請。  

●輸入再開前に全ての対日輸出認定施設における日本側の   

事前調査を実施し、問題のないと判断された施設のみを輸   
入手続き再開の対象。  

●対日輸出認定施設ごとに日本向け輸出認定製品リストの提   

供  

●米側が実施する対日輸出認定施設の抜き打ち監査への日  

本側の同行  
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日本国内において新たに講じようとする措置 ②  

日本の水際での検査の強化  

H17年12月12日～H18年1月20日の間に米国産牛肉  今後、米国産牛肉に適用予定  
に適用していた検査   の強化検査   

検査対象  全ロット検査   全ロット検査   

開梱数  （農林水産省）  （厚生労働省）   開梱数のさらなる強化。  
全梱包の0＿5％、また 届出数量に応じて、以下  

は最低3梱包を開梱。 のとおり開梱検査を実施。  

なお、複数の種類（部  50箱以下：12箱  

位）がある場合、全て  52～150箱＝20箱  

最低  ： 
＝   

‥   

その他の  施設ごとの日本向け輸出認定  
追加的措  製品リストを用い、書類審査  
置  時に証明書の記載品との突  

合を実施。   

日本国内において新たに講じようとする措置②  

輸入業者等に対する輸出プログラムの周知徹底  

＞昨年12月の米国・カナダ産牛肉の輸入再開時には、   

輸入業者等を対象とした説明会や文書の配布等に   

より、水際での検疫強化措置や輸出プログラムに基   

づく輸出認定施設の情報等を提供したところ。   

＞今後、米国産牛肉の輸入手続の再開に当たっても、   

業者に加え、関連の業者を広く対象とした説明   

会の開催など周知徹底を図っていく考え。  
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